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令和５年横審第２６号 

             裁    決 

旅客船Ａ岸壁衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 二級海技士（航海） 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官松崎範行出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの二級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年２月１２日１２時３４分僅か前 

 東京都御蔵島港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名  旅客船Ａ 

  総 ト ン 数  ５,６８１トン 

  全    長  １１８.００メートル 

  機関の種類  ディーゼル機関、推進用電動機 

   出    力  ５,８５０キロワット 
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３ 事実の経過 

 (1) 設備及び性能等 

 Ａは、平成２５年１１月に進水し、最大搭載人員が船員６０人旅

客５９６人の、船体の中央やや船首寄りに船橋を配置する全通船楼

型の鋼製貨客船で、船橋の操舵室中央に操舵スタンド、その左舷側

に機関コンソール、同右舷側にレーダー２台及び電子海図情報表示

装置、操舵スタンド前方に船内情報システムのモニターをそれぞれ

装備し、京浜港東京区と伊豆諸島各港間の定期航路に就航していた。 

 また、Ａは、バウスラスターを有し、船尾に、それぞれ個別に操

作可能な、ディーゼル機関直結の可変ピッチプロペラとその後方に

アジマス推進器という推進電動機を配して二重反転プロペラを構成

しており、アジマス推進器が３６０度旋回可能で、出入港時にはス

ターンスラスターとしての機能も有していて、通常航行時には船尾

の左右両舷に備えた補助舵を使用し、東京湾内航行時などにはアジ

マス推進器のプロペラを遊転させて舵とし、補助舵と共に用いてそ

れぞれ操船する機能を有していた。 

 海上試験運転成績書によれば、船首５.１１メートル船尾５.１０

メートルの喫水のとき、後進力試験で、前進速力２１.２ノットの

状態から全速力後進を発令して船体停止までに要した時間及び同航

走距離が３分１８秒及び１,０１０メートルであり、旋回試験で、

補助舵のみを使用した場合、速力２０.４ノットの状態から舵角を

左３５度とした際の最大縦距が７０３メートル、最大横距が９７６

メートルで、９０度回頭に要する時間が１分４０秒であり、速力 

２０.６ノットの状態から舵角を右３５度とした際の最大縦距が 

９０８メートル、最大横距が１,５０１メートルで、９０度回頭に

要する時間が２分１４秒であった。 
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また、旋回試験で、アジマス推進器と補助舵の双方を使用した場

合、速力２１.１ノットの状態から舵角を左３５度とした際の最大

縦距が３０９メートル、最大横距が３２３メートルで、９０度回頭

に要する時間が４４秒であり、速力２０.９ノットの状態から舵角

を右３５度とした際の最大縦距が３２６メートル、最大横距が  

３６８メートルで、９０度回頭に要する時間が４６秒であった。 

 (2) 安全管理規程及び運航管理者による注意事項 

Ａの運航管理会社が定めた安全管理規程に基づく運航基準には、

所属船舶ごとの港内速力基準、入航の可否判断条件等が記載され、

入航の３０分前に運航管理者が船長と着岸岸壁、同岸壁使用船舶の

有無及び付近船舶の状況、気象及び海象状況並びに操船上の参考に

なる事項の情報についてやりとりを行う旨が定められており、同基

準付属の運航基準図には、各港の出入港の際の基準針路及び航程、

主な変針点並びに船長が操船を行う区間等が示されていた。 

また、運航管理者は、御蔵島港での入航操船について、所属船舶

の各船長に対して文書による注意喚起を行い、他港で入港用意の発

令を着岸岸壁の１.５海里手前で行っているところ、１.７５海里で

行うこととし、入航操船に影響する外力の状況を早期に把握するよ

うに努め、着岸岸壁から０.３海里に接近するまでに自船の姿勢や

行きあしに外力が大きく影響を与える場合には、着岸を中断し、沖

合に退避するようにする旨を周知していた。 

 (3) 御蔵島港 

     御蔵島港は、東京都御蔵島北西部に位置する同島唯一の港であり、

船だまりの防波堤から北西方に延びる長さ約２００メートルで、そ

の先端部に御蔵島港ふ頭灯台（以下「ふ頭灯台」という。）が設置

された突堤が築造されており、定期旅客船が発着していた。 
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 (4) 本件発生に至る経緯 

   Ａは、ａ受審人ほか２３人が乗り組み、旅客１０人を乗せ、コン

テナ２２個を積載し、船首５.１メートル船尾５.２メートルの喫水

をもって、令和５年２月１２日０９時５２分東京都神湊港を発し、

御蔵島港に向かった。 

     ところで、ａ受審人は、船長として約８年間の経験を有し、御蔵

島港で、Ａでの着岸操船経験が約１００回あり、日頃、同港への着

岸操船を行う場合、着岸岸壁からの距離が１.５海里のところに至

って入港用意を発令して減速を始め、１.０海里のところで港内速

力の１２ノットとし、０.５海里のところで港内半速力の８.５ノッ

トとすることを目安にしていて、過去に同港への着岸操船中、外力

の影響を受け、着岸を中断してやり直したことがあった。 

ａ受審人は、１２時２０分御蔵島南端を右舷方にほぼ並航した時

点で昇橋して操船の指揮を執り、御蔵島港の突堤の南面の岸壁（以

下「南岸壁」という。）に出船右舷着けの状態として着岸すること

とし、１２時２８分半僅か前ふ頭灯台から２２９度（真方位、以下

同じ。）１.４海里の地点で、針路を０４３度に定め、折からの海

流に乗じて２０.４ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手

動操舵によって進行した。 

ａ受審人は、運航管理者からの情報提供に加えて日頃の航行状況

と比較し、御蔵島港付近に北東方へ向かう海流があることを承知し

ており、１２時２８分入港用意を発令し、一等航海士をレーダー監

視、三等航海士を機関操作、甲板員を操舵にそれぞれ就け、一等航

海士から南岸壁との距離の報告を受けながら続航し、１２時２９分

少し過ぎふ頭灯台から２３１度１.１海里の地点に至って減速を始

め、１２時３０分半少し過ぎふ頭灯台から２３５度１,２００メー
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トルの地点で、速力が１５.７ノットとなったとき、針路を０５９

度に転じ、減速しながら南岸壁に向かって接近を続けた。 

１２時３２分僅か過ぎａ受審人は、ふ頭灯台から２３５度６００

メートルの地点に達し、速力が１２.３ノットで、南岸壁まで  

５６０メートルとなったとき、電子海図情報表示装置の速力表示を

見て想定よりも減速してなく、速力がいつもより過大である状況を

認めたが、機関を全速力後進にかけて行きあしを逓減すれば無難に

着岸することができると思い、一旦着岸操船を中断して沖合に退避

してから着岸をやり直すなど、運航管理者による注意事項の遵守を

十分に行わなかった。 

  こうして、ａ受審人は、過大な速力のまま南岸壁に向かって接近

を続け、１２時３２分半少し過ぎ機関を停止したのち、機関を微速

力後進にかけ、１２時３３分少し前ふ頭灯台から２２７度３６０メ

ートルの地点に至って緩やかに左転を始め、その後も行きあしが逓

減されないことから、１２時３３分僅か過ぎアジマス推進器を併用

して機関を全速力後進とし、右舷錨を投下したものの、及ばず、 

１２時３４分僅か前ふ頭灯台から２０４度２０メートルの地点にお

いて、Ａは、船首が０３０度を向き、５.４ノットの速力となった

とき、その船首が南岸壁に衝突した。 

  当時、天候は曇りで風力３の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央

期にあたり、視界は良好で、付近海域には北東方に向かう強い海流

があった。 

  衝突の結果、球状船首に亀裂を伴う凹損等を生じたが、のちに修

理され、南岸壁は壁面に修理不要の擦過傷を生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 
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 本件岸壁衝突は、御蔵島港南西方沖合において、北東方に向かう強い

海流を船尾方から受ける状況下、南岸壁に向かって接近中、運航管理者

による注意事項の遵守が不十分で、過大な速力のまま、南岸壁に向かっ

て接近を続けたことによって発生したものである。 

 ａ受審人は、御蔵島港南西方沖合において、北東方に向かう強い海流

を船尾方から受ける状況下、南岸壁に向かって接近中、想定よりも減速

してなく、速力がいつもより過大である状況を認めた場合、一旦着岸操

船を中断して沖合に退避してから着岸をやり直すなど、運航管理者によ

る注意事項を遵守すべき注意義務があった。ところが、同人は、機関を

全速力後進にかけて行きあしを逓減すれば無難に着岸することができる

と思い、運航管理者による注意事項を遵守しなかった職務上の過失によ

り、過大な速力のまま南岸壁に向かって接近を続けて衝突する事態を招

き、船体及び岸壁に損傷を生じさるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の二級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和６年２月２８日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  米  倉     毅 

 

 


